［別添］ 
県立学校学校徴収金管理システム検討に係る情報提供依頼（RFI）
－ 実施要領 －

令和８年３月30日 
岡山県教育庁財務課 

１ 情報提供依頼の背景 
県立学校においては、保護者等から授業料など県の歳入とする徴収金のほか、教材費や給食費等のいわゆる私費会計として処理する徴収金があり、当該私費会計に係る事務は、徴収・支払い・返金等について、手作業による処理で行っていることや、各学校ごとに異なる事務を実施しており、大きな負担となっているところです。
県教育委員会では、教職員の働き方改革及び現金取扱事務の見直しによる管理の適正化を目指しています。
 
２ 情報提供依頼の目的 
保護者の利便性向上や教職員の事務負担の軽減を図るため、徴収・管理・支払い等の会計処理をシステム化することを検討しています。 
このため、今回の情報提供依頼は、各事業者のシステム提供に係る最新情報とともに、　導入・運用費用の把握を目的としています。 

3 システム導入に係る基本方針 
（１）徴収、支払い、決算など一連の会計処理をシステム上で一元的に実施できるようにすること。 
ア 保護者がスマートフォン等により口座振替の情報登録を行うことで、徴収事務をキャッシュレスで実施できるようにすること。 
イ 支出・収入に関する調書作成や、起案・決裁などの会計処理をシステムにより電子的に行えるようにすること。支払処理もインターネットバンキング等で行うことにより、学校は原則として現金を扱うことがなく、銀行等へ行く必要がなくなること。 
ウ システム上で収支管理を行い、各種帳票（収入伝票、支出伝票、会計ごとの出納簿、決算書、生徒別支出・収納状況など）や保護者への通知（納入通知、督促状、返戻通知）などをシステムから出力することが可能となること。 

（２）全ての県立学校で同一システムを使用することで、職員は人事異動後も事務処理の覚え直しが不要となること。事務が属人化されず、事務処理の進捗状況を学校内で誰もが容易に把握でき、会計の透明化が図られること。 
４ 対象業務等の概要 
別紙１のとおり 

５ 情報提供を依頼する項目 
以上のことを踏まえ、以下の事項について、情報提供をお願いします。 
なお、本RFI の段階で開示できない項目等がある場合は、情報提供できる範囲で構いません。 

（１）システムの基本情報、機能概要 
費用や効率性、セキュリティ等の観点により、どのようなシステムが適しているか提案してください。各種機能について、どのようなことができるか、一覧表等によりご提示願います。 
（２）サポート体制 
導入、運用、保守に係るサポート体制をできるだけ具体的にご提示ください。 
（３）概算見積額（開発費用、保守費用等） 
提案事項とその前提条件、費用の概算見積額をご提示ください。初期導入費用と保守運用費用の別がわかるように分けてご提示ください。 
（４）運用開始までのスケジュール案　
令和10年４月より県立学校全校においてシステム稼働させると仮定した場合のスケジュール案をできるだけ詳細に提案してください。また、「（３）概算見積額」に記載する見積額を当該スケジュールと合わせて、年度ごとにご提示ください。 
（５）納入実績等
会社概要、他自治体へのシステム導入実績をご提示ください。 

６ 情報提供依頼事項の提出等 
（１）提出先 
岡山県教育庁財務課財務班
〒700-8570　岡山県岡山市北区内山下2-4-6
E-mail:zaimu@pref.okayama.lg.jp
（２）提出様式 
・情報提供資料及び概算見積額 
（いずれも任意様式にてご提供ください。用紙サイズはA4にてお願いします。） 
・WindowsOS パソコンで閲覧可能な形式、その他無償で利用できるソフトによる形式での提供を希望します。 
（３）提出期限 
令和８年５月22日（金）１７時まで 
※ 原則としてメールでご提出ください。 
（やむを得ない場合は郵送を可とします。郵送の場合は、５部提出してください。） 
※ 郵送の場合は書留とする必要はありませんが、期限内に上記5の資料が到達したもののみ有効としますのでご注意ください。 

（４）質問受付及び回答 
・質問受付期限：令和８年５月８日（金）１７時まで 
※ 別紙2「質問票」により電子メールにてご質問ください。 
※ いただいた質問は令和８年5月15日（金）までに回答します。 

（５）お問い合わせ先 
岡山県教育庁財務課財務班（担当：延原、三宅）
〒700-8570　岡山県岡山市北区内山下2-4-6
E-mail:zaimu@pref.okayama.lg.jp

7 その他 
（１）本RFI の実施に要する費用については、全て情報提供者の負担でお願いします。 
（２）本RFI は、調達の実施を保証するものではありません。 
（３）情報提供を辞退したことで不利に扱うことはありません。 
（４）ご提供いただいた情報については、本県の組織内で複製及び配付させていただくことがあります。なお、情報提供者に断りなく組織外へ開示することはいたしません。 
（５）ご提供いただいた情報及び資料については返却しません。 
（６）ご提供いただいた情報に関し問合せをさせていただく場合があります。 
（７）本RFIに係る本県からの全ての情報については、第三者に対して開示または漏洩しないようお願いします。
